
 １　対象地区の現状

 ２　対象地区の課題

 ３ 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

注２： ④の面積は、別表「（参考）中心経営体」の「今後の農地の引受けの意向」欄の「経営面積」の合計から「現状」欄の「経営面積」の合計を

差し引いた面積を記載します。

東部５

（三ツ割、北盛地区）

東部４ （中津川、銭掛、大葛、上米内）

参考様式４

東部地区 地域農業マスタープラン（実質化された人・農地プラン）

市町村名 作成年月日 直近の更新年月日

注：本様式は参考ですので、地域の話合いの結果に応じて、積極的に記載する項目を追加してください。

90.82 ha

113.13 ha

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

 ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

ha

ha ②　アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

 ①　地区内の耕地面積 859.93

盛岡市 平成26年2月5日 令和6年3月31日

対象地区名（地区内の農家組合名）

注１： ③の「〇歳以上」には、地域の実情に応じて、５～10年後の農地利用を議論する上で適切な年齢を記載します。

 ④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 26.30 ha

 （備考）

 ③　地区内における71歳以上の農業者の耕作面積の合計 273.91 ha

467.29

（松ノ木平、庄ケ畑）

東部１ （砂子沢、根田茂）

東部２ （白滝、東山、沢田、見石、門、東安庭、たたら山、宇津野、福名湯、簗川、宇曽沢、川目、小屋野、高畑）

東部３

注４： プランには、話合いに活用した地図を添付してください。

・高齢化が進んでおり、専業農家が少ない。
・狭隘な農地が多く、また飛び地で農地の集約を行うのが難しい。
・有害獣の被害が深刻である。

注： 「課題」欄には、「現状」を基に話合いを通じて提示された課題を記載してください。

【東部１集落】
集落内には認定農業者がいないが、中山間地域等直接支払制度などを活用し農業生産活動を継続している。
今まで集約化のメリットなどを話合う機会がなかったことから、引き続き話合いを通じて集約化を推進していく。

注３： アンケート等により、農地中間管理機構の活用や基盤整備の実施、作物生産や鳥獣被害防止対策、災害対策等に関する意向を把握した

場合には、備考欄に地区の現状に関するデータとして記載してください。

その「集落」の範囲は、地域の実情に応じて柔軟に設定してください。

注２： 「中心経営体」には、認定農業者、認定新規就農者、経営所得安定対策の対象となる法人化や農地の利用集積を行うことが確実と

市町村が判断する集落営農及び市町村の基本構想に示す目標とする所得水準を達成している経営体等が位置付けられます。

【東部２集落】
傾斜地の畑や分散した農地が多く集約を行うのは難しいが、大規模に経営している認定農業者への集約や新規
就農者の受入れを促進するなどにより対応していく。

【東部３・４・５集落】
基盤整備事業の活用を検討しながら、中心経営体である認定農業者が効率的に作業できるように集約を推進し
ていく。

注１： 中心経営体への農地の集約化に関する将来方針は、対象地区を原則として集落ごとに細分化して作成することを想定していますが、



 ４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

 ５　今後の地域の中心となる経営体の状況

（１）　経営体数

（２）　農地の集積面積

⑦ 今後育成すべき農業者

法　人

ha

ha

63.49

87.00

集積面積

現状

今後

 法人2

集積率

7.38 ％

10.12 ％

 組織  法人

 人

2  法人

地域内の耕地面積

859.93 ha

859.93 ha

 人  法人

短角牛の振興や、りんごやアロニア等の果樹、そば等の販路拡大・６次産業化を推進し、オリジナリティ溢れる商
品で他地区との差別化を図る。

 人

個人・任意組合

注： 基本構想水準到達者とは、①～⑤以外の者で市町村基本構想で定める目標所得を上回っている者。

① 認定農業者

② 認定新規就農者

③ 集落営農組織

④ 他市町村の認定農業者

4

⑤ 他市町村の認定新規就農者

⑥ 基本構想水準到達者 注）

 法人

 人  法人

（１） 農地中間管理機構の活用

（２） 耕作放棄の解消・再生利用

（３） 鳥獣被害防止対策の取組

（４） ６次産業化・高付加価値化の取組

中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払事業を活用し、農地の耕作放棄地を未然に防止するとともに、
発生した場合は効果的な事業の活用を検討し、関係各所と連携し耕作放棄地の解消に努める。

将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は、出し手・受け手にかかわらず、原則として、農地を機構に貸
し付けていく。

シカによる鳥獣被害が深刻であり、農業を行う意欲を削いでいることから、侵入防止柵の設置を進める。

1  人 1  法人

 人15

（５）


